
FOC船等外国船舶への船員派遣について
資料３－２

外国船舶に乗り組む者の労働関係 旗国の法令で規律（旗国主義）

船員法・船員保険法は非適用

船員職業安定法の派遣先に係る規定は非適用

【船員職業安定法第88条】

（日本国内各港間のみを航海する外国船舶を除く。）

【船員職業安定法第９２条】

特例１（派遣船員に関する事項）

派遣船員の保護の観点から以下の特例が設けられている。

（みなす）

派遣船員

船員法第２条第２項の予備船員

【船員職業安定法第９３条】

予備船員認定は不要

船員保険法第２条の被保険者

（ふくむ）

自動的に船員保険の
被保険者となる。

船員保険法第２条の被保険者

特例２（派遣元 派遣先に関する事項）

国土交通大臣派遣元事業主

外国船舶派遣届出書

特例２（派遣元・派遣先に関する事項）

派遣契約 ・派遣先責任者の選任

派遣先が講ずべき措置

【船員職業安定法第６４条第3項】

派遣先事業主

派遣契約
・派遣先管理台帳の作成等
・派遣船員の就業が適正に行われるため
に必要な措置

【船員職業安定法第６６条第２項】

・派遣期間、派遣船名等を明記

・派遣先責任者等派遣先の講ず
べき措置を定めた書類を添付


